
「通園バス置き去り防止法案」（通称）について 

 
〇 本年９月、静岡県の認定こども園において、通園バスに置き去りにさ
れた幼児が亡くなるという大変痛ましい事案が発生した。昨年７月に
福岡県の保育所で同様の事案が発生していたにもかかわらずである。 

〇 政府は、福岡県の事案を受け、昨年８月に安全管理を徹底するよう通
知を発出していた。しかし、今回の事案では、「運転手は、園児が全員
降りたかどうか確認しなかった」「クラス担当者は、欠席等の連絡なく
登園していない園児の所在確認をしなかった」とされている。 

〇 安全管理の徹底はもちろん重要であるが、人はミスをするものであ
る。事故を防止するためには、ミスが重なっても幼児等の命を救える仕
組みが必要である。 

〇 二度と同じような痛ましい事故が起きることのないよう、以下の内
容を柱とする「通園バス置き去り防止法案」の速やかな成立が必要であ
る。 

≪法案の概要≫ 

 政府に行わせる措置として、主に以下のものを規定する。 

①認定こども園、幼稚園、保育所、特別支援学校、障害児通所支援施設等
の一定の通園バスについて、幼児等の置き去りを防止するための装置
（※）の設置を義務付ける。 

 ※例えば、バス車内の最後部席付近に取り付けられたブザーを押さずにエンジンを切ると

アラームが鳴る装置が考えられる。この装置の設置により、運転手はボタンを押しに車

内後部まで歩いていく必要があり、車内に幼児等がいないかを確認できる。 

②その際、当該装置が速やかに設置されるよう、装置の設置・維持管理に
要する費用等について、全額国が補助を行う。 

③加えて、装置の円滑な供給の確保等に必要な措置を講じるとともに、通
園バスの窓のラッピング問題への対処を含む通園バスを利用する幼児
等の安全の確保に関する指針の策定、通園バス使用に関する事項の監
査の充実のための地方公共団体に対する助言、幼児等の通園状況を把
握するための情報通信機器の開発・普及、通園バス置き去り事故・ヒヤ
リハット情報の収集・整理・分析・提供、地方公共団体による情報提供
の促進等、多面的に対策を講じる。 

④そもそも幼児等の安全を脅かすような事故が発生する背景には、人手
不足で現場に余裕がないことがある。幼児等の安全を確保するため、職
員の配置基準の引上げや職員の処遇改善を図るために必要な法制上・
財政上の措置を講ずる。 

⑤小学校の通学バスについても、児童の置き去りを防止するための装置
の設置を奨励し、当該装置の設置・維持管理に要する費用等について、
全額国が補助を行う。 
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通園バスの車内における幼児等の置き去りによる事故の防止 

その他の認定こども園等における幼児等の安全の確保のため 

の措置等に関する法律案 要綱 

一 総則 

 １ 目的 

   この法律は、通園バスの車内における幼児等の置き去りによる事故が相

次いで発生している状況に鑑み、当該置き去りによる事故を防止するため

通園バスへの置き去り防止装置の設置の義務付け及び当該設置に要する

費用の補助について定めるとともに、通園バスを利用する幼児等の安全の

確保に関する指針の策定等並びに認定こども園等の職員の充実及びその

処遇の改善のための措置等について定めることにより、認定こども園等に

おける幼児等の安全の確保等を図ることを目的とすること。（第１条関係） 

 ２ 定義 

  ① 「認定こども園等」とは、認定こども園、幼稚園、保育所、特別支援

学校、障害児通所支援事業を行う施設その他これらに類する施設で幼児

又は障害児（以下「幼児等」という。）を通わせるものをいうこと。 

  ② 「通園バス」とは、認定こども園等に通う幼児等を運送するために当

該認定こども園等において使用される一定の乗車定員以上の自動車を

いい、「通学バス」とは、小学校に通う児童を運送するために当該小学

校において使用される一定の乗車定員以上の自動車をいうこと。 

  ③ 「置き去り防止装置」とは、通園バス又は通学バスに乗車した全ての

幼児等又は児童が当該通園バス又は当該通学バスに置き去りにされて

いないことの確実な確認を担保するために必要な機能を有する装置を

いうこと。                     （第２条関係） 

二 通園バスへの置き去り防止装置の設置の義務付け及び費用の補助等 

 １ 通園バスへの置き去り防止装置の設置の義務付け 

   政府は、全ての通園バスに置き去り防止装置が設置されるよう、速やか

に、認定こども園等の設置者に対して通園バスへの置き去り防止装置の設

置（認定こども園等の設置者以外の者が置き去り防止装置を設置した通園
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バスの使用を含む。２及び３において同じ。）を義務付けるために必要な

措置を講ずるものとすること。          （第３条第１項関係） 

 ２ 通園バスへの置き去り防止装置の設置及び維持管理の費用の補助 

   政府は、１の措置に係る通園バスへの置き去り防止装置の設置が円滑に

実施されるよう、認定こども園等の設置者に対し、当該設置に通常要する

費用（その維持管理に通常要する費用を含む。）の全部を補助するものと

すること。                   （第３条第２項関係） 

 ３ 置き去り防止装置の円滑な供給の確保等 

   政府は、１の措置に係る通園バスへの置き去り防止装置の設置が円滑に

実施されるよう、置き去り防止装置の円滑な供給を確保し、及びそのため

の研究開発を促進するために必要な措置を講ずるものとすること。 

                          （第３条第３項関係） 

三 通園バスを利用する幼児等の安全の確保等 

 １ 通園バスを利用する幼児等の安全の確保に関する指針の策定等 

   政府は、二に定めるもののほか、通園バスの車内における幼児等の置き

去りによる事故の防止その他の通園バスを利用する幼児等の安全の確保

のため、次に掲げる措置その他の認定こども園等における通園バスの使用

に関し必要な措置を講ずるものとすること。 

  ① 次に掲げる事項その他の通園バスを利用する幼児等の安全の確保に

関する事項に係る認定こども園等の設置者が遵守すべき指針の策定 

   イ 通園バスの外からの当該通園バス内の視認性を確保するために必

要な事項その他通園バスの車内における幼児等の置き去りによる事

故の防止に関する事項 

   ロ イに掲げるもののほか、通園バスの使用に係る業務管理体制の整備

充実に関する事項 

  ② 通園バスを利用する幼児等の安全の確保に関連する法令及び①の指

針の遵守の状況を調査するために地方公共団体が行う検査その他の措

置（３②において「検査等」という。）について、その適正かつ効果的な

実施を確保するための地方公共団体に対する助言その他の援助 
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  ③ 通園バスの車内における幼児等の置き去りによる事故の防止その他

の通園バスを利用する幼児等の安全の確保に関し、認定こども園等の設

置者が実施する職員その他の関係者に対する研修、幼児等に対する安全

教育その他各種の取組の推進          （第４条第１項関係） 

 ２ 幼児等の通園状況等の把握のための情報通信機器の研究開発及び普及の促進 

   政府は、認定こども園等に通う幼児等の通園の状況を把握することが通

園バスの車内における幼児等の置き去りによる事故の防止その他の認定

こども園等における幼児等の安全の確保に資することに鑑み、その幼児等

の通園の状況その他の状況を的確に把握するための情報通信機器の研究

開発及び普及の促進を図るために必要な措置を講ずるものとすること。 

                          （第４条第２項関係） 

 ３ 通園バスを利用する幼児等の安全の確保に資する情報の活用 

   政府は、通園バスを利用する幼児等の安全の確保に資する情報が適切に

活用されるよう、次に掲げる措置を講ずるものとすること。 

  ① 通園バスの車内における幼児等の置き去りによる事故その他通園バ

スの使用に伴い生じた事故又はこれらの事故の兆候に関する情報、これ

らの事故の防止のための取組に関する情報その他通園バスを利用する

幼児等の安全の確保に資する情報の収集、整理、分析及び提供 

  ② 地方公共団体が検査等により収集した情報が分かりやすい形で公表

されるための地方公共団体に対する助言その他の援助  （第５条関係） 

四 認定こども園等の職員の充実及びその処遇の改善 

  政府は、認定こども園等における幼児等の安全の確保を図るため、認定こ

ども園等における職員の配置に係る基準の改善その他の認定こども園等の

職員の充実及びその処遇の改善のために必要な法制上及び財政上の措置を

講ずるものとすること。                 （第６条関係） 

五 通学バスへの置き去り防止装置の設置の奨励及び費用の補助 

 １ 通学バスへの置き去り防止装置の設置の奨励 

   政府は、通学バスの車内における児童の置き去りによる事故を防止する
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ため、小学校の設置者に対し、通学バスを利用する児童の状況等に応じて、

通学バスへの置き去り防止装置の設置（小学校の設置者以外の者が置き去

り防止装置を設置した通学バスの使用を含む。２において同じ。）を奨励

するものとすること。              （第７条第１項関係） 

 ２ 通学バスへの置き去り防止装置の設置及び維持管理の費用の補助 

   政府は、通学バスへの置き去り防止装置の設置を行う小学校の設置者に

対し、当該設置に通常要する費用（その維持管理に通常要する費用を含む。）

の全部を補助するものとすること。        （第７条第２項関係） 

六 附則 

 １ 施行期日 

   この法律は、公布の日から施行すること。    （附則第１項関係） 

 ２ 置き去り防止装置の研究開発及び普及の促進 

   政府は、二の１の措置を講じた後においても、置き去り防止装置の一層

の改善を図るための研究開発及びその普及を促進するため、必要な措置を

講ずるものとすること。             （附則第２項関係） 

 ３ 検討 

   政府は、この法律の施行後一年を目途として、この法律の施行の状況等

について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所

要の措置を講ずるものとすること。         （附則第３項関係） 







  

 

一 

   通 園 バ ス の 車 内 に お け る 幼 児 等 の 置 き 去 り に よ る 事 故 の 防 止 そ の 他 の 認 定 こ ど も 園 等 に お け る 幼 児 等

の 安 全 の 確 保 の た め の 措 置 等 に 関 す る 法 律 案 

 （ 目 的 ） 

第 一 条 こ の 法 律 は 、 通 園 バ ス の 車 内 に お け る 幼 児 等 の 置 き 去 り に よ る 事 故 が 相 次 い で 発 生 し て い る 状 況 に

鑑 み 、 当 該 置 き 去 り に よ る 事 故 を 防 止 す る た め 通 園 バ ス へ の 置 き 去 り 防 止 装 置 の 設 置 の 義 務 付 け 及 び 当 該

設 置 に 要 す る 費 用 の 補 助 に つ い て 定 め る と と も に 、 通 園 バ ス を 利 用 す る 幼 児 等 の 安 全 の 確 保 に 関 す る 指 針

の 策 定 等 並 び に 認 定 こ ど も 園 等 の 職 員 の 充 実 及 び そ の 処 遇 の 改 善 の た め の 措 置 等 に つ い て 定 め る こ と に よ

り 、 認 定 こ ど も 園 等 に お け る 幼 児 等 の 安 全 の 確 保 等 を 図 る こ と を 目 的 と す る 。 

 （ 定 義 ） 

第 二 条 こ の 法 律 に お い て 「 認 定 こ ど も 園 等 」 と は 、 認 定 こ ど も 園 、 幼 稚 園 、 保 育 所 、 特 別 支 援 学 校 、 障 害

児 通 所 支 援 事 業 （ 児 童 福 祉 法 （ 昭 和 二 十 二 年 法 律 第 百 六 十 四 号 ） 第 六 条 の 二 の 二 第 一 項 に 規 定 す る 障 害 児

通 所 支 援 事 業 を い う 。 次 条 第 一 項 に お い て 同 じ 。 ） を 行 う 施 設 そ の 他 こ れ ら に 類 す る 施 設 で 幼 児 又 は 障 害

児 （ 以 下 「 幼 児 等 」 と い う 。 ） を 通 わ せ る も の を い う 。 



 

  

 

二 

２ こ の 法 律 に お い て 「 通 園 バ ス 」 と は 、 認 定 こ ど も 園 等 に 通 う 幼 児 等 を 運 送 す る た め に 当 該 認 定 こ ど も 園

等 に お い て 使 用 さ れ る 一 定 の 乗 車 定 員 以 上 の 自 動 車 を い い 、 「 通 学 バ ス 」 と は 、 小 学 校 （ 義 務 教 育 学 校 の

前 期 課 程 を 含 む 。 以 下 こ の 項 及 び 第 七 条 に お い て 同 じ 。 ） に 通 う 児 童 を 運 送 す る た め に 当 該 小 学 校 に お い

て 使 用 さ れ る 一 定 の 乗 車 定 員 以 上 の 自 動 車 を い う 。 

３ こ の 法 律 に お い て 「 置 き 去 り 防 止 装 置 」 と は 、 通 園 バ ス 又 は 通 学 バ ス に 乗 車 し た 全 て の 幼 児 等 又 は 児 童

が 当 該 通 園 バ ス 又 は 当 該 通 学 バ ス に 置 き 去 り に さ れ て い な い こ と の 確 実 な 確 認 を 担 保 す る た め に 必 要 な 機

能 を 有 す る 装 置 を い う 。 

 （ 通 園 バ ス へ の 置 き 去 り 防 止 装 置 の 設 置 の 義 務 付 け 及 び 費 用 の 補 助 等 ） 

第 三 条 政 府 は 、 全 て の 通 園 バ ス に 置 き 去 り 防 止 装 置 が 設 置 さ れ る よ う 、 速 や か に 、 認 定 こ ど も 園 等 の 設 置

者 （ 障 害 児 通 所 支 援 事 業 を 行 う 施 設 そ の 他 こ れ に 類 す る 施 設 で 幼 児 等 を 通 わ せ る も の に あ っ て は 、 こ れ ら

の 施 設 に 係 る 事 業 を 行 う 者 。 以 下 こ の 条 及 び 次 条 第 一 項 に お い て 同 じ 。 ） に 対 し て 通 園 バ ス へ の 置 き 去 り

防 止 装 置 の 設 置 （ 認 定 こ ど も 園 等 の 設 置 者 以 外 の 者 が 置 き 去 り 防 止 装 置 を 設 置 し た 通 園 バ ス の 使 用 を 含 む 。

次 項 及 び 第 三 項 に お い て 同 じ 。 ） を 義 務 付 け る た め に 必 要 な 措 置 を 講 ず る も の と す る 。 



  

 

三 

２ 政 府 は 、 前 項 の 措 置 に 係 る 通 園 バ ス へ の 置 き 去 り 防 止 装 置 の 設 置 が 円 滑 に 実 施 さ れ る よ う 、 認 定 こ ど も

園 等 の 設 置 者 に 対 し 、 当 該 設 置 に 通 常 要 す る 費 用 （ そ の 維 持 管 理 に 通 常 要 す る 費 用 を 含 む 。 ） の 全 部 を 補

助 す る も の と す る 。 

３ 政 府 は 、 第 一 項 の 措 置 に 係 る 通 園 バ ス へ の 置 き 去 り 防 止 装 置 の 設 置 が 円 滑 に 実 施 さ れ る よ う 、 置 き 去 り

防 止 装 置 の 円 滑 な 供 給 を 確 保 し 、 及 び そ の た め の 研 究 開 発 を 促 進 す る た め に 必 要 な 措 置 を 講 ず る も の と す

る 。 

 （ 通 園 バ ス を 利 用 す る 幼 児 等 の 安 全 の 確 保 に 関 す る 指 針 の 策 定 等 ） 

第 四 条 政 府 は 、 前 条 に 定 め る も の の ほ か 、 通 園 バ ス の 車 内 に お け る 幼 児 等 の 置 き 去 り に よ る 事 故 の 防 止 そ

の 他 の 通 園 バ ス を 利 用 す る 幼 児 等 の 安 全 の 確 保 の た め 、 次 に 掲 げ る 措 置 そ の 他 の 認 定 こ ど も 園 等 に お け る

通 園 バ ス の 使 用 に 関 し 必 要 な 措 置 を 講 ず る も の と す る 。 

 一 次 に 掲 げ る 事 項 そ の 他 の 通 園 バ ス を 利 用 す る 幼 児 等 の 安 全 の 確 保 に 関 す る 事 項 に 係 る 認 定 こ ど も 園 等

の 設 置 者 が 遵 守 す べ き 指 針 を 策 定 す る こ と 。 

  イ 通 園 バ ス の 外 か ら の 当 該 通 園 バ ス 内 の 視 認 性 を 確 保 す る た め に 必 要 な 事 項 そ の 他 通 園 バ ス の 車 内 に



 

  

 

四 

お け る 幼 児 等 の 置 き 去 り に よ る 事 故 の 防 止 に 関 す る 事 項 

  ロ イ に 掲 げ る も の の ほ か 、 通 園 バ ス の 使 用 に 係 る 業 務 管 理 体 制 の 整 備 充 実 に 関 す る 事 項 

 二 通 園 バ ス を 利 用 す る 幼 児 等 の 安 全 の 確 保 に 関 連 す る 法 令 及 び 前 号 の 指 針 の 遵 守 の 状 況 を 調 査 す る た め

に 地 方 公 共 団 体 が 行 う 検 査 そ の 他 の 措 置 （ 次 条 第 二 号 に お い て 「 検 査 等 」 と い う 。 ） に つ い て 、 そ の 適

正 か つ 効 果 的 な 実 施 を 確 保 す る た め 、 地 方 公 共 団 体 に 対 す る 助 言 そ の 他 の 援 助 を 行 う こ と 。 

 三 通 園 バ ス の 車 内 に お け る 幼 児 等 の 置 き 去 り に よ る 事 故 の 防 止 そ の 他 の 通 園 バ ス を 利 用 す る 幼 児 等 の 安

全 の 確 保 に 関 し 、 認 定 こ ど も 園 等 の 設 置 者 が 実 施 す る 職 員 そ の 他 の 関 係 者 に 対 す る 研 修 、 幼 児 等 に 対 す

る 安 全 教 育 そ の 他 各 種 の 取 組 を 推 進 す る こ と 。 

２ 政 府 は 、 認 定 こ ど も 園 等 に 通 う 幼 児 等 の 通 園 の 状 況 を 把 握 す る こ と が 通 園 バ ス の 車 内 に お け る 幼 児 等 の

置 き 去 り に よ る 事 故 の 防 止 そ の 他 の 認 定 こ ど も 園 等 に お け る 幼 児 等 の 安 全 の 確 保 に 資 す る こ と に 鑑 み 、 そ

の 幼 児 等 の 通 園 の 状 況 そ の 他 の 状 況 を 的 確 に 把 握 す る た め の 情 報 通 信 機 器 の 研 究 開 発 及 び 普 及 の 促 進 を 図

る た め に 必 要 な 措 置 を 講 ず る も の と す る 。 

 （ 通 園 バ ス を 利 用 す る 幼 児 等 の 安 全 の 確 保 に 資 す る 情 報 の 活 用 ） 



  

 

五 

第 五 条 政 府 は 、 通 園 バ ス を 利 用 す る 幼 児 等 の 安 全 の 確 保 に 資 す る 情 報 が 適 切 に 活 用 さ れ る よ う 、 次 に 掲 げ

る 措 置 を 講 ず る も の と す る 。 

 一 通 園 バ ス の 車 内 に お け る 幼 児 等 の 置 き 去 り に よ る 事 故 そ の 他 通 園 バ ス の 使 用 に 伴 い 生 じ た 事 故 又 は こ

れ ら の 事 故 の 兆 候 に 関 す る 情 報 、 こ れ ら の 事 故 の 防 止 の た め の 取 組 に 関 す る 情 報 そ の 他 通 園 バ ス を 利 用

す る 幼 児 等 の 安 全 の 確 保 に 資 す る 情 報 の 収 集 、 整 理 、 分 析 及 び 提 供 を 行 う こ と 。 

 二 地 方 公 共 団 体 が 検 査 等 に よ り 収 集 し た 情 報 が 分 か り や す い 形 で 公 表 さ れ る よ う 、 地 方 公 共 団 体 に 対 す

る 助 言 そ の 他 の 援 助 を 行 う こ と 。 

 （ 認 定 こ ど も 園 等 の 職 員 の 充 実 及 び そ の 処 遇 の 改 善 ） 

第 六 条 政 府 は 、 認 定 こ ど も 園 等 に お け る 幼 児 等 の 安 全 の 確 保 を 図 る た め 、 認 定 こ ど も 園 等 に お け る 職 員 の

配 置 に 係 る 基 準 の 改 善 そ の 他 の 認 定 こ ど も 園 等 の 職 員 の 充 実 及 び そ の 処 遇 の 改 善 の た め に 必 要 な 法 制 上 及

び 財 政 上 の 措 置 を 講 ず る も の と す る 。 

 （ 通 学 バ ス へ の 置 き 去 り 防 止 装 置 の 設 置 の 奨 励 及 び 費 用 の 補 助 ） 

第 七 条 政 府 は 、 通 学 バ ス の 車 内 に お け る 児 童 の 置 き 去 り に よ る 事 故 を 防 止 す る た め 、 小 学 校 の 設 置 者 に 対



 

  

 

六 

し 、 通 学 バ ス を 利 用 す る 児 童 の 状 況 等 に 応 じ て 、 通 学 バ ス へ の 置 き 去 り 防 止 装 置 の 設 置 （ 小 学 校 の 設 置 者

以 外 の 者 が 置 き 去 り 防 止 装 置 を 設 置 し た 通 学 バ ス の 使 用 を 含 む 。 次 項 に お い て 同 じ 。 ） を 奨 励 す る も の と

す る 。 

２ 政 府 は 、 通 学 バ ス へ の 置 き 去 り 防 止 装 置 の 設 置 を 行 う 小 学 校 の 設 置 者 に 対 し 、 当 該 設 置 に 通 常 要 す る 費

用 （ そ の 維 持 管 理 に 通 常 要 す る 費 用 を 含 む 。 ） の 全 部 を 補 助 す る も の と す る 。 

   附 則 

 （ 施 行 期 日 ） 

１ こ の 法 律 は 、 公 布 の 日 か ら 施 行 す る 。 

 （ 置 き 去 り 防 止 装 置 の 研 究 開 発 及 び 普 及 の 促 進 ） 

２ 政 府 は 、 第 三 条 第 一 項 の 措 置 を 講 じ た 後 に お い て も 、 置 き 去 り 防 止 装 置 の 一 層 の 改 善 を 図 る た め の 研 究

開 発 及 び そ の 普 及 を 促 進 す る た め 、 必 要 な 措 置 を 講 ず る も の と す る 。 

 （ 検 討 ） 

３ 政 府 は 、 こ の 法 律 の 施 行 後 一 年 を 目 途 と し て 、 こ の 法 律 の 施 行 の 状 況 等 に つ い て 検 討 を 加 え 、 必 要 が あ



  

 

七 

る と 認 め る と き は 、 そ の 結 果 に 基 づ い て 所 要 の 措 置 を 講 ず る も の と す る 。





  

 

九 

     理 由 

 通 園 バ ス の 車 内 に お け る 幼 児 等 の 置 き 去 り に よ る 事 故 が 相 次 い で 発 生 し て い る 状 況 に 鑑 み 、 当 該 置 き 去 り

に よ る 事 故 を 防 止 す る た め 通 園 バ ス へ の 置 き 去 り 防 止 装 置 の 設 置 の 義 務 付 け 及 び 当 該 設 置 に 要 す る 費 用 の 補

助 に つ い て 定 め る と と も に 、 通 園 バ ス を 利 用 す る 幼 児 等 の 安 全 の 確 保 に 関 す る 指 針 の 策 定 等 並 び に 認 定 こ ど

も 園 等 の 職 員 の 充 実 及 び そ の 処 遇 の 改 善 の た め の 措 置 等 に つ い て 定 め る こ と に よ り 、 認 定 こ ど も 園 等 に お け

る 幼 児 等 の 安 全 の 確 保 等 を 図 る 必 要 が あ る 。 こ れ が 、 こ の 法 律 案 を 提 出 す る 理 由 で あ る 。 


